
大王グループの社員の皆さまへ
2026年度募集

加入対象者 ： 大王グループの社員

保険期間 ： 2026年4月1日午後4時から2027年4月1日午後4時まで

申込締切日 ： 2026年3月31日（火）（注）保険期間の途中での加入も可能です。

保険種類 ： 傷害総合保険（自転車傷害型）

被保険者 ： 社員ご本人、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族の方を

被保険者としてご加入いただけます。加入した方のみが保険の対象となります。

団体割引 ： 15％適用

※団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。

次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

お支払方法 ： 2026年6月分給与にて控除（一時払）

【傷害事故の場合】
日本国内において、被保険者の方（保険の対象となる方）が次のような事故によって傷害を被っ
た場合に保険金をお支払いします。
１．自転車に乗っている間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
２．運行中の自転車との衝突・接触事故によるケガ

【賠償事故の場合】
日常生活で生じた偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って
線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、法律上の損害賠償
責任を負った場合に保険金をお支払いします。免責金額（自己負担）はありません。

※なお、被保険者とは次の①から⑥の方をいいます。

①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその配偶者の別居
の未婚の子⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務
者および監督義務者に代わって本人を監督する方（本人の親族にかぎります。）。ただし、本人に
関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その
他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方（その責任無
能力者の親族にかぎります。）。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

傷害総合保険（自転車傷害型）のご案内

年間保険料
1,000 円からの

自転車総合補償制度の
ご案内！



このチラシは、傷害総合保険（自転車傷害型）の概要を説明したものです。補償内容等につきましては別途パンフレットを作成して
いますので、必ずパンフレットをご確認ください。

死亡・後遺障害 入院保険金日額 通院保険金日額 個人賠償責任

① 140万円 2,000円 1,000円 １億円 2,100円

② 550万円 5,000円 3,000円 １億円 3,190円

③ 860万円 10,000円 5,000円 １億円 4,260円

④ 100万円 1,800円 800円 １億円 2,000円

⑤ 500万円 3,800円 2,700円 １億円 3,000円

⑥ 800万円 6,600円 4,900円 １億円 4,000円

⑦ 100万円 3,300円 3,000円 1,000円

⑧ 300万円 6,000円 5,700円 2,000円

⑨ 500万円 9,100円 8,300円 3,000円

プラン
補償内容

保険料

傷害のみ

保険料

ピッタリ

補償固定
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保険期間 １年間 団体割引１５％加入プラン一覧

取扱代理店

エリエールペーパーテクノロジー株式会社 総務部保険事業課
〒７９９ー０４０３ 愛媛県四国中央市三島朝日２－２－１３
ＴＥＬ：０８９６－２９－５６２２ （内線 ７８１－２７８５）
ＦＡＸ：０８９６－２９－５６２４
Ｅーｍａｉｌ：hoken-dms@daiogroup.com

営業時間：平日９：００～１７：００（年末年始は除きます。）

〒７９２－０８１２ 愛媛県新居浜市坂井町２－４－２３ マルニビル３階
ＴＥＬ：０５０－３７９８－８６７７ ＦＡＸ：０８９７－３６－０３０５
営業時間：平日９：００～１７：００（年末年始は除きます。）

引受保険会社

損害保険ジャパン株式会社 愛媛支店新居浜支社

mailto:hoken-dms@daiogroup.com
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